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事実の概要

　大津市立中学 2 年生のＡは、平成 22 年 10 月
11 日午前 8 時 10 分頃、自宅のあるマンションの
14 階から地上に飛び降り、死亡した１）。本件は、
Ａの父母Ｘ１・Ｘ２が、Ａの死亡当時Ａと同じ中学
の 2 年生であった 3 名（Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３）、その親
権者 5 名とそのうち 1 名の配偶者（以下、親権者
らという）、大津市に対して２）、Ａの死亡による損
害賠償を請求した事案である。Ｘらと大津市は訴
訟上の和解をしたため、本件判決は、Ｙらと親権
者らに対する請求についてのものとなっている。
　ＡとＹ１・Ｙ２は、中学 2 年で同じクラスにな
り、互いに親しくなった。Ａは、1 学期後半頃に
はＹ１やＹ２の自宅を訪れるようになり、Ｙ１・Ｙ２

が連れだってＡ宅を訪れることもあった。夏休み
にはＡがＹ２宅を訪れる頻度が増え、ＡはＸ１（父）
に無断で宿泊することもあった。3 人で一緒に遊
んだ後、Ｙ１とともに深夜にＹ２宅を訪れ、このよ
うな時間に一人で帰らせられないので宿泊するよ
うＹ２の母に勧められて、Ｙ２宅に宿泊することも
あった。
　2 学期になると、Ｙ１・Ｙ２は、Ａに対して、顕
著に加害行為を行うようになった。Ｙ３は、2 学
期からＡらのクラスを訪れるようになった生徒で
あり、9 月末頃からＡに対する加害行為に加わっ
た。Ｙらに対するＡからの挑発行為はなかった。
　本件判決は、2 学期以降、9 月初頭からＡが自
殺する 10 月 11 日までの約 1ヶ月間について、Ａ

とＹらの関係の推移、Ａの心境を直接・間接に示
す事実、Ａの家庭の状況を詳細に述べている。ま
た、教諭と周囲の生徒らの様子にも言及している。
　上記の期間におけるＹらの行為については、ズ
ボンを下着や臀部が露出する程にずり降ろす、Ａ
死ねとしばしば発言する、インクの芯を切り筆箱
や机を汚す、眼鏡を奪って追いかけさせる、教室
付近の廊下でＡにまたがり顔面付近を殴打する

（目撃した生徒が止めるよう注意したが、周囲の生徒
のいずれかが遊びであるので大丈夫である旨述べる
だけで、Ｙ２はＹ１から制止されるまでＡを殴打し続
け、制止された後もなおＡを足蹴にした）、教室で押
さえ込み顔にペンで髭のような落書きをする、転
倒させ頸部を強く踏みつける（Ｙ２）、顔面・胸部・
腹部等を殴打する（Ｙ１）、体育祭の際、当初自分
達のゲームとして始めたものを、集中的にＡを痛
めつけるものへと変える（これを見た他の生徒の中
には、止めるように注意する者、Ａが見世物にされ
ているとの印象を持った者、他の男子生徒に助けて
あげてほしいと依頼する女子生徒も存在した）、身体
を押え込んで虫の死骸を無理やり食べさせようと
する、目の前で成績カード等を破る、眼鏡が歪む
程顔面や上半身を殴る（Ｙ１）、トイレで顔面を殴
る等する（Ｙ２・Ｙ３と同級生 2 人が同トイレにいたが、
Ｙ１以外の者がＡに手を出すことも制止することもな
かった。トイレの中の様子や物音からＡがＹ１らから
暴力を振るわれていると認識し、教諭に救助を求め
た生徒がいた。Ｙ１・Ｙ２は教諭への同報告について「ち
くんなや」などと述べていた）、誹謗する言葉（「み
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んなに嫌われてるの気付かへんのけ」等）を多数投
げ掛ける、トイレで「なんやねん、死ねや」、「な
んで泣いてんねん」などと声をかけ、胸ぐらを掴
んだり顔面を殴打したりする（Ｙ１又はＹ２）、前触
れなくＡ宅を訪問し（Ｙ２・Ｙ３）、奥の和室の戸を
開け、Ａの次姉の被っていた布団を勢いよくまく
る、その後自室に移動して内鍵を掛けていた次姉
に声をかけて部屋の扉を開けようとする、Ｙ２が
暴れ、揉み合いになった際ＡがＹ２の煙草の箱を
踏んだことやＹ３にＡの足が当たったことにＹ２・
Ｙ３が激高してＡに詰め寄る、Ｙ３が怒った口調で
Ａに「漫画くれや」と申し向ける、Ａを自室の外
に出して室内を荒らし財布を隠す、Ｙ３がＡの時
計（父から誕生日祝いとして次姉とペアでプレゼン
トされたもの）と漫画 8 冊を持ち去った上、Ａか
ら財布と漫画の返還を求められた際、財布につい
ては知らないと言い、漫画については返還に応じ
なかった、等の事実が行為主体とともに認定され
ている。
　Ａの家庭状況としては、9 月 15 日、Ｘ１が、無
断外泊や遠出等についてのＡの説明に激しく怒り
体罰を加えたこと、10 月 10 日、Ａは次姉および
別居している母Ｘ２と祖母の墓参りに出掛け、帰
途においてＸ２に戻って来てほしい旨を伝えたと
ころ、Ｘ２から父Ｘ１との生活に自信がないこと、
離婚を考えていることを伝えられたこと、10 月
11 日 7 時頃、Ｘが職場からＡに電話をかけ、Ａ
が起きていることを確認するとともに、パンの袋
をテレビの後ろに放置しないよう注意したとこ
ろ、Ａが途中で電話を切ったため、再度Ａに電話
をかけ（7 時 57 分頃）、袋の件について注意をし
たこと、等の事実が認定されている。

判決の要旨

　本件判決は、Ｙらの責任能力を認めた上で、Ｙ１・
Ｙ２についてＡの生命侵害に対する不法行為責任
を認め、Ｙ３について否定した。Ｙ１・Ｙ２の親権
者については、Ｙ１・Ｙ２とＡの関係性を認識する
契機についての主張立証がない等の理由により、
また、Ｙ２の親権者の配偶者については、監督義
務を負う根拠が主張立証されていないとして、監
督義務違反を否定した。以下では、Ｙらの共同不
法行為責任に関する判示部分を紹介する。

　１　Ａの自殺の原因
　「こうした行為は、それ自体が亡Ａに心理的負
荷を与えることに加え、Ｙ１及びＹ２との友人関係
の崩壊と上下関係の構築・固定化に伴うＡの強い
孤立感・無価値感の形成に結び付いていったとい
うことができる。Ａは、……被告少年らとの関係
からの離脱ともみられる行動に出たが、その翌日
の休日には、Ｙ２及びＹ３に自宅に訪問されて強く
困惑させられることとなったことから、自宅にお
いても被告少年らとの関係から解放されないとの
強い不安感を抱くことになり……、本件中学校へ
の登校自体を避けられないかを考えるようになっ
ていった。こうした事実経過の中、亡Ａは、3 連
休が明けた 11 日朝の登校時刻に自殺したのであ
るから、Ａの自殺の主たる原因は、被告少年らの
行為及びそこから形成されたＡとの関係性にあっ
たと優に認めることができる」。
　「家庭の問題は、せいぜい、上記の学校におけ
る問題を抱えるようになった亡Ａに対し、亡Ａの
問題を家庭内で受け止めて家庭において安心感を
与えることができず、その自殺を防止できなかっ
たという意味において、亡Ａの自殺の一要因とし
て作用したということ以上のものを見いだすこと
ができない。したがって、亡Ａの家庭環境によっ
て、亡Ａの自殺の主たる要因が被告少年らの行為
及びそこから形成された亡Ａとの関係性という学
校の問題にあったとの前記判断が左右されること
はない」。

　２　Ｙ１・Ｙ２の共同不法行為責任（肯定）
　「これらの行為の積み重ねが、全体として、亡
Ａに対し、希死念慮を抱かせるに足りる程度の孤
立感・無価値感を形成させ、さらに、このような
関係が今後も継続するなどの無力感・絶望感を形
成させるに足りるものであって、かつ、各自が、
亡Ａとの上記のような関係性の下において、他方
の行為の主要部分を相互に認識しながらそのよう
な行為に及んでいたのであれば、被告Ｙ１及び被
告Ｙ２の一連の行為が、一体として、亡Ａが自殺
するという生命侵害との関係において、違法な権
利侵害行為に該当し、かつ、これらの行為を相互
の意思関与の下に共同したと評価することができ
ると解される」。
　「これらの一連の行為の積み重ねは、亡Ａに対
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し、希死念慮を抱かせるに足りる程度の孤立感・
無価値感を形成させ、さらに、被告少年らとの関
係からの離脱が困難であるとの無力感・絶望感を
形成させるに十分なものであったというべきであ
るから、これらの一連の行為が、一体として、亡
Ａが自殺するという生命侵害との関係において、
違法な権利侵害行為に当たり、かつ、被告Ｙ１及
び被告Ｙ２は、お互いの亡Ａに対する行為の主要
部分を十分に認識していたのであるから、これら
の行為を相互の意思関与の下に共同したというこ
ともできる」。

　３　Ｙ３の共同不法行為責任（否定）
　「被告Ｙ３が亡Ａに対して直接した加害行為は、
①体育祭の日のじゃんけん罰ゲームに参加して亡
Ａの口にガムテープを貼ったり、手足を鉢巻きで
緊縛したり、すねにガムテープを貼ってはがした
りし、②中間テストの最終日に亡Ａ及び原告Ｘ１

に死ねと罵倒し、③ 10 月 8 日に亡Ａの自宅を被
告Ｙ２と共に前触れなく訪問し、亡Ａの財布を隠
し、漫画本及び時計を持ち去った上、亡Ａの返還
要求に応じなかったことにとどまり、これ以外に
は、被告Ｙ１及び被告Ｙ２の加害行為をその周囲で
傍観していたことがある程度にすぎない。そうす
ると、Ｙ３が、上記の亡ＡとＹ１及びＹ２の関係性
を前提にして、亡Ａに希死念慮を抱かせるに足り
る孤立感・無価値感・無力感・絶望感の形成とい
う観点から、Ｙ１及びＹ２と一体となってこれに関
与していたというには足りないというべきであ
る。なるほど、被告Ｙ３の上記③の行為は、亡Ａ
に被告少年らとの関係からの離脱が困難であると
の無力感・絶望感を抱かせるのに決定的な役割を
果たしたということができ、亡Ａの自殺の引き金
となる直接の契機、ないし、これにつながるもの
に当たり得るといえるにしても、そのことのみを
もって、Ｙ３が亡Ａの自殺に至るまでの準備状態
の形成についてＹ１及びＹ２と同様の役割を果たし
たことまで推認させるものではなく、亡Ａが自殺
するという生命侵害との関係において、違法な権
利侵害行為に当たるものとまではいえない」。

判例の解説

　本件判決におけるＹらの行為とＡの生命侵害と

の事実的因果関係の認定は、次のように要約でき
ると思われる。すなわち、Ｙ１・Ｙ２は、2 学期に
入り、Ａとの間で上下関係を構築・固定化し、そ
の下で約 1ヶ月の間、度重なる精神的・物理的攻
撃をエスカレートさせながら加え、死にたいと思
う程に、恐怖と逃げられないことへの絶望感の中
にＡを陥らせ、休み明けの朝、登校に直面したＡ
を自殺へと追いやった。「3 連休が明けた 11 日朝
の登校時刻に自殺したのであるから」との判示部
分は、Ａの自殺は、加害行為が顕著に行われる場
所である学校への登校に直面した際の恐怖と絶望
感によるとの裁判所の判断を表すものと解され
る。Ｙ３もＹ１・Ｙ２とともに加害行為を行ったが、
自殺に対する関与の程度には差があったと認定さ
れている。
　本件判決は、Ａの生命侵害を惹起した加害行為
を一連のものとして捉え、Ｙらの不法行為責任を
共同不法行為の観点から検討している３）。共同不
法行為が成立するためには、各行為者の故意又は
過失、違法性、行為の共同性４）、共同の行為と損
害との間の因果関係、が必要とされる５）。以下、
本件において問題となる点について検討したい。

　一　Ａの自殺について
　Ａの自殺は、故意又は過失（以下、過失の方で
検討する）と相当因果関係において問題となる。
　過失要件においては、自殺が予見可能だったか
否か、予見可能であった場合にＡの自殺を回避す
るために必要な措置をとったか否かが問題とな
る。相当因果関係要件においては、Ｙらの行為と
Ａの生命侵害との間に自殺という行為が介在して
いる点が問題となる。本件における一連の加害行
為の内容をふまえ、そのような加害行為の被害者
は通常、自殺という行為を行うかどうかを判断す
ることになる６）。その判断如何によって、Ａの自
殺という行為は、本件の一連の加害行為から生じ
る通常の事情なのか特別の事情なのかが決まる。
　本件判決は、Ａの自殺を相当因果関係の要件の
下で取り扱い７）、「そのような心理状態に至った
者が自殺に及ぶことは、一般に予見可能な事態で
あるといえるから、亡Ａの自殺は通常損害に含ま
れるというべきである」とした。本件判決は過失
要件について特に認定していないが、上記の判示
からすると予見可能性は肯定され、また、自殺に
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ついて予見可能性が肯定されるなら当然、結果回
避義務として少なくとも加害行為の停止が必要と
されるから、過失要件は充足される。

　二　Ｙ１・Ｙ２とＹ３の関与の差
　本件判決は、生命侵害に対するＹ３の関与の内
容をふまえ、Ｙ３の共同行為性を否定した。本件
判決は、Ａを自殺に追いやった加害行為を「一連
の行為」として一つにまとめ、その「一連の行為」
とＡの自殺との因果関係および「一連の行為」の
違法性を認定している。Ｙ１・Ｙ２の加害行為は「一
連の行為」を成すとされたが、Ｙ３の加害行為は
そこには含まれないと判断された。
　本件判決にいうＹ３の③の行為はＡの自殺に深
く関与している。それにもかかわらずＡの共同行
為性が否定されたのは、行為③のみでは、生命侵
害との関係で違法な権利侵害行為とは評価できな
いとの理由による。本件判決は、Ｙ１・Ｙ２の行っ
た加害行為がＡの自殺の主因を成し、それがあっ
て初めて行為③がＡの自殺の一因となったとし
て、自殺に対する関与の度合いに大きな差がある
との見地から、生命侵害についての行為③の違法
性を否定したものと思われる。
　しかし、行為③は自殺に深く関与する行為であ
るから、客観的には、Ａを自殺に追いやった「一
連の行為」の中に含めるべきものと思われる。ま
た、行為③は、Ａの生命侵害と事実的因果関係の
ある行為であるから、Ａの権利を侵害した行為で
あり、かつ保護法益が生命であることから、違法
性を有するといえる。行為③の法的評価は、本件
判決の論理構成からすれば、行為の違法性ではな
く、Ｙ１・Ｙ２の加害行為と行為③が積み重なるも
のであることをＹ３が認識していたかどうか（本
件判決にいう相互の意思関与の下の共同）、および、
行為③を行うことでＡを自殺に追いやることへ
の予見可能性があったかどうか（Ｙ３の故意又は過
失）、という見地から行うことが妥当ではないだ
ろうか。

●――注
１）この事件は大津市いじめ自殺事件として社会的に知ら
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石橋秀起「判批」法時 75 巻 7 号（2003 年）115～116
頁がある。

４）「当該の損害との関係においては、当該数人の行為は、
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一体性がある」ことをいう（幾代通／徳本伸一補訂『不
法行為法』（有斐閣、1993 年）225 頁）。
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６）新美育文「いじめと自殺」法教 193 号（1996 年）45 頁は、
「確率が低くても、いじめから自殺に至ることに一定の
定型性が認められれば、通常損害として捉えて、あるい
は、特別事情に基づく損害ではあるけれど、当事者によっ
て予見可能な損害であったとして、相当因果関係を肯定
できる」とする。

７）いじめ等による自殺について因果関係の観点から詳細
な検討を加える文献として、小賀野晶一「学校事故――
自殺事例に関する因果関係論からの考察」平沼髙明古稀

『損害賠償法と責任保険の理論と実務』（信山社、2005 年）
138 頁以下がある。

＊いじめによる自殺と加害生徒らの民事責任に関する裁判
例と学説を幅広く検討する文献として、采女博文「いじ
め裁判の現状と展望」鹿法 35 巻 1 号（2000 年）1 頁以
下、渡邉知行「判批」判評 524 号（2002 年）191 頁以
下、横田昌紀「児童生徒のいじめ自殺訴訟の現状」判タ
1358 号（2012 年）4 頁以下、橋本英史「いじめ自殺訴
訟における過失及び因果関係の各要件の内容と判断の枠
組み (2)(3・完 )」判時 2370 号（2018 年）3 頁以下・同
2371 号（2018 年）3 頁以下等がある。
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